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伊佐市農業委員会第11回総会議事録 

 

１．開催日時  令和４年２月28日（金）午前８時59分から10時08分 

２．開催場所  菱刈庁舎 ３階大会議室 

３．出席委員  （23人） 

    

    会  長        13番委員 

    委  員 

     

農業委員 農地利用最適化推進委員

2 番委員 8 番委員 1 番推進委員 9 番推進委員

4 番委員 9 番委員 2 番推進委員 10 番推進委員

5 番委員 10 番委員 3 番推進委員 11 番推進委員

6 番委員 11 番委員 4 番推進委員 12 番推進委員

7 番委員 12 番委員 5 番推進委員 13 番推進委員

6 番推進委員 15 番推進委員

8 番推進委員

     

４．欠席委員  （１人） 

      
５．議事日程 
 

  第１ 会議録署名委員の指名  ２番委員   ４番委員  

第２ 議案第１号「経営基盤強化促進法農用地利用集積計画」に係る意見決定に 

ついて 
議案第２号「農地法第３条の規定による許可申請」の処分決定について 
議案第３号「農地転用事業計画変更申請」に係る決定について 
議案第４号「農業振興地域整備計画の一部変更（用途区分変更・除外・編  

入）申出」の意見決定について 
議案第５号「農地法第４条の規定による許可申請」の処分決定について 
議案第６号「農地法第５条の規定による許可申請」の処分決定について 
議案第７号「非農地証明願」について 

 

６．農業委員会事務局職員 

          事 務 局 長    農地振興係長    
農地振興係書記    農地振興係書記   
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【開始時間  午前８時５９分】 

 

事 務 局 長 

 

 

 

 

議 長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

議 長 

 

 

事 務 局 

 

 

 

議 長 

 

 

 

 

 

 

議 長 

 

 

 

おはようございます。只今より、令和３年度 第１１回農業委員会総会

を開催いたします。姿勢を正してください。一同礼。 

本日の出席人数は１１名で、規定に達しておりますので総会は成立いた

します。それでは、会長よろしくお願いします。 
 

皆様おはようございます。 
新型コロナウイルス感染拡大に伴うまん延防止等重点措置が３月６日

まで順延されました。本日の総会は、出来るだけ短時間で終わらせたいと

思っております。また、農業者年金の推進をしていただき本当にありがと

うございました。農業者年金は非常に良い制度ですので、農家の皆様にこ

れからも推進をよろしくお願いいたします。 
本日の議事録署名委員を指名いたします。２番農業委員と４番農業委員

にお願いいたします。総会時間中は、私語、雑談を禁止いたします。ご意

見質問は、報告終了後にお願いいたします。 
ただいまより総会を始めます。 

 
―――――――― 諸般報告 ―――――――― 

 

事務局より諸般の報告について、報告１号「農地法第１８条第６項の規

定による通知」についてお願いいたします。 

 

報告１号 農地法第１８条第６項の規定による通知につきまして、資料

１ページから５ページまで農業経営基盤強化促進法による解約が２１件

です。以上ご報告いたします。 

 

報告が終わりました。質問をされる委員は挙手し委員番号をお願いいた

します。質問はございませんか。 

 

（「質疑なし」という声、多数あり。） 

 

 ―――――――― 議案第１号 ―――――――― 

 
なしということですので、只今から議案の審議に入ります。 

議案第1号「経営基盤強化促進法農用地利用集積計画」に係る意見決定に

ついて議題とします。事務局の報告を求めます。 
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事 務 局 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

議 長 

 

 

 

 

議 長 

 

 

 

 

 

議 長 

 

 

 

 

議 長 

 

 

 

 

事 務 局 

 

議案に入ります前に修正をお願いいたします。総会資料１９ページです

が、整理番号６８番の利用権設定について、先ほど申し出による取り下げ

がございましたので資料から削除をお願いします。それから、資料４０ペ

ージ農地法第４条の処分決定についてですが、整理番号１番の ＢＫさん

の自治会が市外住民のところを郡山と誤って記載されていますので、郡山

から市外住民に訂正をお願いいたします。それでは、議案の報告をいたし

ます。 

議案第1号「経営基盤強化促進法農用地利用集積計画」に係る意見決定

について、貸借について説明いたします。２９ページの総括表をご覧くだ

さい。１件取り下げがございましたので数字が変わりますが、期間は１年

から１５年で、面積は合計３３６，５６３㎡で利用権を設定する者の数は

１１１人、設定を受ける者の数は４１人です。土地の詳細については資料

６ページから２８ページです。以上で説明を終わります。 

ご審議方よろしくお願いいたします。 

 

 只今、事務局の報告が終わりました。委員の皆さんご意見、質問はござ

いませんか。 

 

 （「質疑なし」という声、多数あり。） 

 

なしということでございますので、お諮りいたします。 

議案第１号について事務局の報告のとおり、決定することに賛成の農業

委員の挙手を求めます。 

 

（全員挙手） 

 

賛成多数。よって議案第１号「経営基盤強化促進法農用地利用集積計画」

に係る意見については決定いたしました。 

 

―――――――― 議案第２号 ―――――――― 

 

議案第２号「農地法第３条の規定による許可申請」に係る処分決定につ

いて提案いたします。整理番号１７番については、取り下げ申請が提出さ

れました。 

審議に入る前に事務局から報告がございます。 

 

整理番号１６番の譲受人 有限会社Ｒについてご説明いたします。法人

形態は有限会社であり、株式譲渡については株主総会においての議決事項
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議 長 

 

 

 

１ １ 番 

農 業 委 員 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

を定めております。 

主な事業は、穀類の生産、貯蔵、運搬ならびに販売でその売上高は過半

を超えており事業要件を満たしております。 

事業に従事する構成員の年間労働日数は１５０日で、かつ法人の総議決

権の過半数を超えており要件を満たしております。 

農業及び関連事業の常時従事者は代表取締役であり、役員要件を満たし

ております。 

経営状態は問題なく、法人形態要件、事業要件、議決権要件、役員要件

の全てを農地所有適格法人として満たしていることを報告します。 

 

整理番号１番から２０番まで、一括で報告をお願いします。ご意見・ご

質問は、全ての報告終了後にお願いいたします。 

整理番号１番、２番について、１１番農業委員の報告を求めます。 

 

議案第２号「農地法第３条の規定による許可申請」の処分決定のうち、

整理番号１番、２番につきまして、去る２月１９日に現地調査をいたしま

したので、私１１番が一括して報告いたします。 

申請人 ＩＭさんは、伊佐市菱刈下手に居住され、年齢は７０歳です。 

渡し人 ＦＴさんは、奈良県北葛城郡河合町大字泉台に居住される市外

住民で年齢は７４歳です。 

申請地は、伊佐市菱刈下手字尾崎前１２４１番１、地目は田、地積は１，

５２０㎡の所有権移転売買になります。 

受人の経営面積は１０，６７７㎡で取得可能面積であります。農業従事

者は２名で、通作距離は約５０ｍで現況は良く管理された農地です。経営

意欲はあり農機具等は完備されています。 

以上のような理由により、当申請は農地法第３条第２項の各号に該当し

ないと思われますので許可相当と思われます。 

引き続き、整理番号２番につきまして、去る２月１９日に現地調査をい

たしました。 

申請人 ＩＭさんは、伊佐市菱刈下手に居住され、年齢は７０歳です。 

渡し人 ＮＩさんは、伊佐市菱刈花北に居住され、年齢は８５歳です。 

申請地は、伊佐市菱刈下手字尾崎前１２４１番２で整理番号１番と隣接

しており、地目は田、地積は１，３８５㎡の所有権移転売買になります。 

受人の経営面積や農業従事者および通作距離は、整理番号１番のとおり

で現況は良く管理された農地です。経営意欲はあり農機具等は完備されて

います。 

以上のような理由により、当申請は農地法第３条第２項の各号に該当し

ないと思われますので許可相当と思われます。 
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議 長 

 

６ 番 

農 業 委 員 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

議 長 

 

８ 番 

農 業 委 員 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

添付書類として全部事項証明書等が添付してあります。委員の皆様方の

ご審議方よろしくお願いいたしまして、私の報告を終わります。 

 

整理番号３番について、６番農業委員の報告を求めます。 

 

議案第２号「農地法第３条の規定による許可申請」の処分決定のうち、

整理番号３番につきまして、去る２月１８日に現地調査をいたしましたの

で、私６番が報告いたします。 

申請人 ＯＴさんは、伊佐市大口針持居住され、年齢は７３歳です。 

渡し人 ＮＭさんは、愛知県知多郡美浜町大字布土に居住される市外住

民で年齢は８０歳です。 

申請地は、伊佐市大口曽木字堀切３２０８番１、地目は畑、地積は７９

１㎡の所有権移転売買になります。 

受人の経営面積は２，７８３㎡でありますが今回取得面積と合わせて

３，５７４㎡となり取得可能面積であります。農業従事者は２名で、通作

距離は約２ｋｍで現況は良く管理された農地です。経営意欲はあり農機具

等は完備されています。 

以上のような理由により、当申請は農地法第３条第２項の各号に該当し

ないと思われますので許可相当と思われます。 

添付書類として全部事項証明書等が添付してあります。委員の皆様方の

ご審議方よろしくお願いいたしまして、私の報告を終わります。 

 

整理番号４番について、８番農業委員の報告を求めます。 

 

議案第２号「農地法第３条の規定による許可申請」の処分決定のうち、 

整理番号４番につきまして、去る２月２２日に現地調査をいたしましたの

で、私８番が報告いたします。 

申請人 ＩＴさんは、伊佐市大口山野に居住され、年齢は６３歳です。 

渡し人 ＩＭさんは、福岡県北九州市八幡西区日吉台に居住される市外

住民で年齢は８７歳です。 

申請地は、伊佐市大口山野字井立田１４５７番ほか１筆で、地目は全て

田、地積は２筆合計で９２０㎡の所有権移転売買になります。 

受人の経営面積は１０５，２０２㎡で取得可能面積であります。農業従

事者は４名で、通作距離は約５００ｍ位に位置しており現況は良く管理さ

れた農地です。経営意欲はあり農機具等は完備されています。 

以上のような理由により、当申請は農地法第３条第２項の各号に該当し

ないと思われますので許可相当と思われます。添付書類として全部事項証

明書等が添付してあります。 
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議 長 

 

１ ２ 番 

農 業 委 員 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

議 長 

 

７ 番 

農 業 委 員 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

委員の皆様方のご審議方よろしくお願いいたしまして、私の報告を終わ

ります。 

 

整理番号５番について、１２番農業委員の報告を求めます。 

 

議案第２号「農地法第３条の規定による許可申請」の処分決定のうち、

整理番号５番につきまして、去る２月２２日に現地調査をいたしましたの

で、私１２番が報告いたします。 

申請人 ＮＲさんは、伊佐市菱刈川北に居住され、年齢は７０歳です。 

渡し人 ＹＭさんは、熊本県熊本市西区花園に居住される市外住民で年

齢は８０歳です。 

申請地は、伊佐市菱刈川北字池田４１１４番１ほか１筆で、地目は全て

田、地積は２筆合計で１，２６８㎡の所有権移転売買になります。 

受人の経営面積は１５０，９８４㎡で取得可能面積であります。農業従

事者は２名で、通作距離は約１ｋｍの範囲にあり現況は良く管理された農

地です。経営意欲はあり農機具等は完備されています。 

以上のような理由により、当申請は農地法第３条第２項の各号に該当し

ないと思われますので許可相当と思われます。 

添付書類として、全部事項証明書その他必要書類が添付してあります。

委員の皆様方のご審議方よろしくお願いいたしまして、私の報告を終わり

ます。 

 

整理番号６番について、７番農業委員の報告を求めます。 

 

議案第２号「農地法第３条の規定による許可申請」の処分決定のうち、

整理番号６番につきまして、去る２月２２日に現地調査をいたしましたの

で、私７番が報告いたします。 

申請人 ＹＳさんは、伊佐市菱刈南浦に居住され、年齢は７６歳です。 

渡し人 ＹＭさんは、鹿児島市光山に居住される市外住民で年齢は６４

歳です。 

申請地は、伊佐市菱刈南浦字口ノ野１５２３番１ほか２筆で、地目は全

て田、地積は３筆合計で５，１２７㎡の所有権移転贈与になります。 

受人の経営面積は５，２８２㎡で取得可能面積であります。農業従事者

は２名で、通作距離は約１．５ｋｍ以内にあり現況は良く管理された農地

です。経営意欲はあり農機具等は完備されています。 

以上のような理由により、当申請は農地法第３条第２項の各号に該当し

ないと思われますので許可相当と思われます。 

添付書類として全部事項証明書その他必要書類が添付してあります。委
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議 長 

 

４ 番 

農 業 委 員 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

議 長 

 

９ 番 

農 業 委 員 

 

 

 

 

 

員の皆様方のご審議方よろしくお願いいたしまして、私の報告を終わりま

す。 

 

整理番号７番、８番について、４番農業委員の報告を求めます。 

 

議案第２号「農地法第３条の規定による許可申請」の処分決定のうち、

整理番号７番、８番につきまして、去る２月２２日に現地調査をいたしま

したので、私４番が報告いたします。 

申請人 ＹＮさんは、伊佐市大口曽木に居住され、年齢は５７歳です。 

渡し人 ＨＴさんは、伊佐市大口曽木に居住され、年齢は７０歳です。 

申請地は、伊佐市大口曽木字米置３６５５番１ほか２筆、地目は全て畑、

地積は３筆合計で５，７７０㎡の所有権移転贈与になります。 

受人の経営面積は２０，７００㎡で取得可能面積であります。農業従事

者は１名で、通作距離は約０．５ｋｍ以内にあり現況は良く管理された農

地です。経営意欲はあり農機具等は完備されています。次に、整理番号８

番につきまして引き続き報告します。 

申請人 ＹＨさんは、伊佐市大口曽木に居住され、年齢は５７歳です。 

渡し人 ＨＲさんは、伊佐市大口曽木に居住され、年齢は６８歳です。 

申請地は、伊佐市大口曽木字大脇山３８３９番、地目は畑、地積は１，

８６７㎡の所有権移転贈与になります。 

受人の経営面積は２０，７００㎡で取得可能面積であります。農業従事

者は１名で、通作距離は約２００ｍで現況は良く管理された農地です。経

営意欲はあり農機具等は完備されています。 

以上のような理由により、この２件の申請は農地法第３条第２項の各号

に該当しないと思われますので許可相当と思われます。 

添付書類として全部事項証明書その他必要書類が添付してあります。委

員の皆様方のご審議方よろしくお願いいたしまして、私の報告を終わりま

す。 

 

整理番号９番について、９番農業委員の報告を求めます。 

 

議案第２号「農地法第３条の規定による許可申請」の処分決定のうち、

整理番号９番につきまして、去る２月２２日に現地調査をいたしましたの

で、私９番が報告いたします。 

申請人 ＭＫさんは、伊佐市大口堂崎に居住され、年齢は８５歳です。 

渡し人 ＯＴさんは、霧島市国分清水に居住される市外住民で年齢は７

３歳です。 

申請地は、伊佐市大口堂崎字池ノ下５１０番５で、地目は畑、地積は９
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議 長 

 

１ ０ 番 

農 業 委 員 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

議 長 

 

５ 番 

農 業 委 員 

 

 

 

 

 

４５㎡の所有権移転売買になります。 

受人の経営面積は１５，５３８㎡で取得可能面積であります。農業従事

者は２名で、通作距離は約０．４ｋｍで現況は良く管理された農地です。

経営意欲はあり農機具等は完備されています。 

以上のような理由により、当申請は農地法第３条第２項の各号に該当し

ないと思われますので許可相当と思われます。 

添付書類として全部事項証明書その他必要書類が添付してあります。 

委員の皆様方のご審議方よろしくお願いいたしまして、私の報告を終わ

ります。 

 

整理番号１０番について、１０番農業委員の報告を求めます。 

 

議案第２号「農地法第３条の規定による許可申請」の処分決定のうち、

整理番号１０番につきまして、去る２月２２日に現地調査をいたしました

ので、私１０番が報告いたします。 

申請人 ＭＫさんは、伊佐市大口木ノ氏に居住され、年齢は５６歳です。 

渡し人 ＭＴさんは、伊佐市大口木ノ氏に居住され、年齢は８９歳です。 

申請地は、伊佐市大口木ノ氏字柳之元６０９番１ほか８筆で、地目は田

が７筆と畑が２筆、地積は９筆合計で１２，０９５㎡の所有権移転贈与に

なります。 

受人の経営面積は１４，９１３㎡で取得可能面積であります。農業従事

者は２名で、通作距離は平均で約１ｋｍの範囲にあり現況は良く管理され

た農地です。経営意欲はあり農機具等は完備されています。 

以上のような理由により、当申請は農地法第３条第２項の各号に該当し

ないと思われますので許可相当と思われます。 

添付書類として全部事項証明書その他必要書類が添付してあります。委

員の皆様方のご審議方よろしくお願いいたしまして、私の報告を終わりま

す。 

 

整理番号１１番、１２番について、５番農業委員の報告を求めます。 

 

議案第２号「農地法第３条の規定による許可申請」の処分決定のうち、

整理番号１１番、１２番につきまして、去る２月１９日に現地調査をいた

しましたので、私５番が一括で報告いたします。 

申請人 ＭＭさんは、伊佐市大口里に居住され、年齢は７２歳です。 

渡し人 ＳＮさんは、伊佐市大口金波田に居住され、年齢は７０歳です。 

申請地は、伊佐市大口金波田字引田８９７番３ほか２筆、地目は田が２

筆と畑が１筆、地積は３筆合計で３，５７２㎡の所有権移転贈与になりま
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議 長 

 

９ 番 

農 業 委 員 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

議 長 

す。 

受人の経営面積は５９０㎡でありますが今回取得面積と合わせて４，１

６２㎡となり取得可能面積であります。農業従事者は２名で、通作距離は

約２ｋｍで現況は良く管理された農地です。経営意欲はあり農機具等は完

備されています。 

以上のような理由により、当申請は農地法第３条第２項の各号に該当し

ないと思われますので許可相当と思われます。引き続き、整理番号１２番

につきまして報告いたします。 

申請人 ＨＫさんは、伊佐市大口金波田に居住され、年齢は５６歳です。 

渡し人 ＨＭさんは、伊佐市大口金波田に居住され、年齢は５６歳です。 

申請地は、伊佐市大口金波田字井之尻１００３番１ほか３筆、地目は全

て田、地積は４筆合計で５，２６８㎡の所有権移転贈与になります。 

受人の経営面積は５，２６８㎡で取得可能面積であります。農業従事者

は２名で、通作距離は約３００ｍで現況は良く管理された農地です。経営

意欲はあり農機具等は完備されています。 

以上のような理由により、当申請は農地法第３条第２項の各号に該当し

ないと思われますので許可相当と思われます。 

添付書類として全部事項証明書等が添付してあります。委員の皆様方の

ご審議方よろしくお願いいたしまして、私の報告を終わります。 

 

整理番号１３番について、９番農業委員の報告を求めます。 

 

議案第２号「農地法第３条の規定による許可申請」の処分決定のうち、

整理番号１３番につきまして、去る２月２２日に現地調査をいたしました

ので、私９番が報告いたします。 

申請人 ＫＫさんは、伊佐市大口宮人に居住され、年齢は５２歳です。 

渡し人 ＫＪさんは、伊佐市大口宮人に居住され、年齢は６８歳です。 

申請地は、伊佐市大口宮人字札木１３９０番２ほか１筆で、地目は全て

田、地積は２筆合計で２，９９１㎡の所有権移転売買になります。 

受人の経営面積は５，０２３㎡で取得可能面積であります。農業従事者

は２名で、通作距離は約２ｋｍで現況は良く管理された農地です。経営意

欲はあり農機具等は完備されています。 

以上のような理由により、当申請は農地法第３条第２項の各号に該当し

ないと思われますので許可相当と思われます。 

添付書類として全部事項証明書等が添付してあります。委員の皆様方の

ご審議方よろしくお願いいたしまして、私の報告を終わります。 

 

整理番号１４番について、１０番農業委員の報告を求めます。 
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１ ０ 番 

農 業 委 員 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

議 長 

 

６ 番 

農 業 委 員 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

議案第２号「農地法第３条の規定による許可申請」の処分決定のうち、

整理番号１４番につきまして、去る２月２２日に現地調査をいたしました

ので、私１０番が報告いたします。 

申請人 ＭＴさんは、伊佐市大口篠原に居住され、年齢は４８歳です。 

渡し人 ＫＭさんは、伊佐市大口青木に居住され、年齢は６５歳です。 

申請地は、伊佐市大口大田字軍神ノ山２１６３番１で、地目は畑、地積

は８０７㎡の所有権移転売買になります。 

受人の経営面積は１９，４８７㎡で取得可能面積であります。農業従事

者は２名で、通作距離は約４ｋｍで現況は良く管理された農地です。経営

意欲はあり農機具等は完備されています。 

以上のような理由により、当申請は農地法第３条第２項の各号に該当し

ないと思われますので許可相当と思われます。 

添付書類として全部事項証明書その他必要書類が添付してあります。委

員の皆様方のご審議方よろしくお願いいたしまして、私の報告を終わりま

す。 

 

整理番号１５番について、６番農業委員の報告を求めます。 

 

議案第２号「農地法第３条の規定による許可申請」の処分決定のうち、

整理番号１５番につきまして、去る２月１８日に現地調査をいたしました

ので、私６番が報告いたします。 

申請人 ＩＪさんは、熊毛郡中種子町納官に居住されている市外住民で

年齢は４９歳です。 

渡し人 ＳＡさんは、神奈川県横浜市緑区北八朔町に居住される市外住

民で年齢は９１歳です。 

申請地は、伊佐市大口曽木字福寄１７番２ほか６筆、地目は全て田、地

積は７筆合計で５，４５１㎡の所有権移転売買になります。 

受人は新規就農者でありますが営農計画書が添付され、今回の売買面積

が５，４５１㎡となり取得可能であります。農業従事者は２名で、通作距

離は約５０ｍで現況は良く管理された農地です。経営意欲はあり農機具等

は、トラクターを購入予定とのことです。他の機械は当分の間はリースに

より農作業を行うとのことでした。 

以上のような理由により、当申請は農地法第３条第２項の各号に該当し

ないと思われますので許可相当と思われます。 

添付書類として全部事項証明書その他必要書類が添付してあります。委

員の皆様方のご審議方よろしくお願いいたしまして、私の報告を終わりま

す。 
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議 長 

 

２ 番 

農 業 委 員 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

議 長 

 

１ ２ 番 

農 業 委 員 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

整理番号１６番について、２番農業委員の報告を求めます。 

 

議案第２号「農地法第３条の規定による許可申請」の処分決定のうち、

整理番号１６番につきまして、去る２月２２日に現地調査をいたしました

ので、私２番が報告いたします。 

申請人 有限会社Ｒは、伊佐市大口山野に所在する農地所有適格法人で

す。 

渡し人 ＨＳさんは、京都府八幡市男山指月に居住される市外住民で年

齢は６７歳です。 

申請地は、伊佐市大口里字羽祢田島２４５５番１ほか１筆、地目は全て

田、地積は２筆合計で１，８８４㎡の所有権移転売買になります。 

受人の経営面積は５８６，８２６㎡で取得可能面積であります。農業従

事者は１８名で、通作距離は約２ｋｍで現況は良く管理された農地です。

経営意欲はあり農機具等は完備されています。 

以上のような理由により、当申請は農地法第３条第２項の各号に該当し

ないと思われますので許可相当と思われます。 

添付書類として全部事項証明書等が添付してあります。委員の皆様方の

ご審議方よろしくお願いいたしまして、私の報告を終わります。 

 

整理番号１８番、１９番について、１２番農業委員の報告を求めます。 

 

議案第２号「農地法第３条の規定による許可申請」の処分決定のうち、

整理番号１８番、１９番につきまして、去る２月２３日に現地調査をいた

しましたので、私１２番が一括で報告いたします。 

整理番号１８番の申請人 ＹＴさんは、伊佐市菱刈荒田に居住され、年

齢は７５歳です。 

渡し人 ＫＭさんは、伊佐市菱刈荒田に居住され、年齢は７０歳です。 

申請地は、伊佐市菱刈荒田字島崎２７００番３ほか１筆、地目は田が１

筆と畑が１筆、地積は２筆合計で３，５４９㎡の所有権移転売買になりま

す。 

受人の経営面積は１３，７４１㎡で取得可能面積であります。農業従事

者は２名で、通作距離は約５００ｍで現況は良く管理された農地です。経

営意欲はあり農機具等は完備されています。 

次に、整理番号１９番につきまして去る２月２２日に現地調査をいたし

ましたので、１２番が報告いたします。 

申請人 ＹＴさんは、伊佐市菱刈荒田に居住され、年齢は７５歳です。 

渡し人 ＫＴさんは、鹿児島市星ヶ峯に居住される市外住民で年齢は７
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議 長 

 

７ 番 

農 業 委 員 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

議 長 

 

 

 

議 長 

 

 

 

６歳です。 

申請地は、伊佐市菱刈荒田字島崎２６８４番２ほか４筆、地目は全て田、

地積は５筆合計で５，２０２㎡の所有権移転売買になります。 

受人の経営面積は１３，７４１㎡で取得可能面積であります。農業従事

者は２名で、通作距離は約５００ｍで現況は良く管理された農地です。経

営意欲はあり農機具等は完備されています。 

以上のような理由により、当申請は農地法第３条第２項の各号に該当し

ないと思われますので許可相当と思われます。 

添付書類として全部事項証明書その他必要書類が添付してあります。委

員の皆様方のご審議方よろしくお願いいたしまして、私の報告を終わりま

す。 

 

整理番号２０番について、７番農業委員の報告を求めます。 

 

議案第２号「農地法第３条の規定による許可申請」の処分決定のうち、

整理番号２０番につきまして、去る２月２２日に現地調査をいたしました

ので、私７番が報告いたします。 

申請人 ＴＫさんは、伊佐市菱刈南浦に居住され、年齢は４６歳です。 

渡し人 ＴＨさんは、伊佐市菱刈南浦に居住され、年齢は７４歳です。 

申請地は、伊佐市菱刈南浦字中牟田２３２番４ほか３筆、地目は全て田、

地積は４筆合計で６，５５０㎡の所有権移転贈与になります。 

受人の経営面積は１２，４８２㎡で取得可能面積であります。農業従事

者は２名で、通作距離は約０．５ｋｍ以内にあり現況は良く管理された農

地です。経営意欲はあり農機具等は完備されています。 

以上のような理由により、当申請は農地法第３条第２項の各号に該当し

ないと思われますので許可相当と思われます。 

添付書類として全部事項証明書その他必要書類が添付してあります。委

員の皆様方のご審議方よろしくお願いいたしまして、私の報告を終わりま

す。 

 

報告が終わりました。委員の皆さん、ご意見・質問はございませんか。 

 

（「質疑なし」という声、多数あり。） 

 

なしということでございますので、お諮りいたします。 

整理番号１番から２０番について、許可することに賛成の農業委員の挙

手を求めます。 
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議 長 

 

 

 

 

 

 

 

議 長 

 

 

事 務 局 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

議 長 

 

 

 

 

議 長 

 

 

 

 

 

議 長 

 

（全員挙手） 

 

賛成多数。よって整理番号１番から２０番については許可が決定いたし

ました。 

議案第２号「農地法第３条の規定による許可申請」に係る処分決定につ

いて、申請件数２０件について、１件の取り下げ、１９件の許可が処分決

定いたしました。 

 

―――――――― 議案第３号 ―――――――― 

 

 議案第３号「農地転用事業計画変更申請」に係る決定について提案いた

します。整理番号１番について、事務局の報告を求めます。 

 

 議案第３号「農地転用事業計画変更申請」に係る決定についてのうち、

整理番号１番について、去る２月２２日に申請人の代理人である Ｔ行政

書士の立会いのもと事務局にて調査しましたので報告いたします。 

 申請人は、鹿児島市西別府町に所在する Ａ株式会社で一般法人です。 

 本申請は、令和４年１月７日付けで農地法第５条の転用許可を得ており

ましたが、境界に関して所有者と誤認があったため該当地番を分筆し、さ

らに事業に必要な面積を確保するため隣接地番を加筆し事業遂行を図る

ものです。前回の許可地番は分筆を行っているため、前回許可については

許可取り下げ願いが提出されており、事業内容については議案第６号で改

めて詳細を説明いたします。皆様のご審議方をよろしくお願いいたしま

す。 

 

事務局の報告が終わりました。委員の皆さん、ご意見・質問ございませ

んか。 

 

（「質疑なし」という声、多数あり。） 

 

なしということでございますので、お諮りいたします。 

整理番号１番について、決定することに賛成の農業委員の挙手を求めま

す。 

 

 （全員挙手） 

 

賛成多数。よって整理番号１番については、決定いたしました。 
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議 長 

 

 

 

 

議 長 

 

 

 

１ ０ 番 

農 業 委 員 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

議 長 

 

 

 

 

議 長 

 

 

議案第３号「農地転用事業計画変更申請」に係る決定について、申請件

数１件について１件の処分が決定いたしました。 

 

―――――――― 議案第４号 ―――――――― 

 

議案第４号「農業振興地域整備計画の一部変更（用途区分変更・除外・

編入）申出」の意見決定について提案いたします。整理番号１番について、

１０番農業委員の報告を求めます。 

 

議案第４号「農業振興地域整備計画の一部変更（用途区分変更・除外・

編入）申出」の意見決定についてのうち、整理番号１番につきまして、去

る２月２２日、申請人の代理人である Ｏ行政書士の立会いのもと、８番

推進委員、１１番推進委員、私１０番農業委員の３名で共同調査を行いま

したので、１０番が報告いたします。 
整理番号１番の申請者は、伊佐市大口大田に所在のある 有限会社Ｏ

で、一般法人です。 
申請地は伊佐市大口大田字川原田１５２番１で、地目は田、地積は６９

７㎡であります。 
申請地は大口病院から南西へ約２５０ｍに位置し、周囲の状況は、東側、

西側、北側は宅地、南側は有限会社Ｏの事務所であり、除外後、社員の駐

車場にしようと計画されています。この申請は具体的な転用計画があり、

周囲は全て住宅であり除外することで農地の集団化、農作業の効率化への

影響はないものと思われます。 
以上のような理由により、除外は妥当であると判断いたしました。添付

書類として、農用地利用計画変更申出書、全部事項証明書等の法定添付書

類が添付されております。 
調査の結果、この申請については３名の調査員の意見において適切であ

ると判断しましたが、委員の皆様のご審議方よろしくお願いいたします。 
以上で報告を終わります。 
 

１０番農業委員の報告が終わりました。委員の皆さん、ご意見・質問ご

ざいませんか。 

 

（「質疑なし」という声、多数あり。） 

 

なしということでございますので、お諮りいたします。 

整理番号１番について、意見決定することに賛成の農業委員の挙手を求

めます。 
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議 長 

 

 

２ 番 

農 業 委 員 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

議 長 

 

 

 

 

議 長 

 

 

 

 

 

 

 （全員挙手） 

 

賛成多数。よって整理番号１番は、意見が決定いたしました。整理番号

２番について、２番農業委員の報告を求めます。 
 

議案第４号「農業振興地域整備計画の一部変更（用途区分変更・除外・

編入）申出」の意見決定についてのうち、整理番号２番につきまして、去

る２月２２日、申請人の代理人である宅地建物取引士 Ｏさんの立会いの

もと、２番推進委員、１３番推進委員、２番農業委員の３名で共同調査を

行いましたので、私２番が報告いたします。 
整理番号２番の申請者は、伊佐市大口目丸に所在のある Ｒ株式会社 

で、一般法人です。 
申請地は伊佐市大口目丸字出吉原２８３番１で、地目は田、地積は４４

３㎡であります。 
申請地は伊佐湧水消防本部から東へ約５００ｍに位置し、現状は不耕作

地となっており周囲の状況は、東側は田、西側は道路、南側はＲ株式会社

駐車場、北側が道路であり、除外後Ｒ株式会社と隣接していることから製

品の搬入搬出の際、現状のスペースでは狭いということで大型車の出入り

口として利用する計画であります。除外後農地の集積化や農作業の効率化

への影響はないものと思われます。 
添付書類として、農用地利用計画変更届出書、地籍図、全部事項証明書、

委任状等が添付されております。 
調査の結果、この申請については３名の調査員意見において適切である

と判断しましたが、委員の皆様のご審議方よろしくお願いいたしまして私

の報告を終わります。 
 

２番農業委員の報告が終わりました。委員の皆さん、ご意見・質問ござ

いませんか。 

 

（「質疑なし」という声、多数あり。） 

 

なしということでございますので、お諮りいたします。 

整理番号２番について、意見決定することに賛成の農業委員の挙手を求

めます。 

 

 （全員挙手） 
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議 長 

 

 

１ ２ 番 

農 業 委 員 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

議 長 

 

 

 

 

議 長 

 

 

 

 

 

議 長 

 

賛成多数。よって整理番号２番は、意見が決定いたしました。整理番号

３番について、１２番農業委員の報告を求めます。 

 

議案第４号「農業振興地域整備計画の一部変更（用途区分変更・除外・

編入）申出」の意見決定についてのうち、整理番号３番につきまして、去

る２月２２日、申請人 ＩＹさんの立会いのもと、９番農業委員、１０番

推進委員、１２番農業委員の３名で共同調査を行いましたので、私１２番

が報告いたします。 
整理番号３番の所有者は、伊佐市菱刈南浦に居住されている ＩＹさん

で年齢は７３歳です。 
申請地は伊佐市菱刈南浦字崎山２６６１番２で、地目は畑、地積は１，

７８４㎡であります。 
申請地は、スカラー株式会社から南へ約１．５ｋｍに位置し、周囲の状

況は、東側は非農地、北側と南側が畑、西側が道路であり、２０年程耕作

しておらず遊休化しており農地への復旧は困難であることから、重機等を

置く資材置場として利用したいとのことであります。 
この申請は具体的な転用計画があり、除外後、農地の集積化や農作業の

効率化への影響はないものと思われます。また、農用地区域の周辺部であ

り、除外により周囲の農地への影響はないものと思われます。 
添付書類として、全部事項証明書、位置図、字図等が添付されておりま

す。 
調査の結果、この申請については３名の調査員意見において適切である

と判断しましたが、委員の皆様のご審議方よろしくお願いいたしまして私

の報告を終わります。 
 

１２番農業委員の報告が終わりました。委員の皆さん、ご意見・質問ご

ざいませんか。 

 

（「質疑なし」という声、多数あり。） 

 

なしということでございますので、お諮りいたします。 

整理番号３番について、意見決定することに賛成の農業委員の挙手を求

めます。 

 

 （全員挙手） 

 

賛成多数。よって整理番号３番については、意見が決定いたしました。 
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議 長 

 

 

 

 

 

議 長 

 

 

 

８ 番 

農 業 委 員 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

議 長 

 

 

 

 

議案第４号「農業振興地域整備計画の一部変更（用途区分変更・除外・

編入）申出」の意見決定について、申請件数３件について３件の意見が決

定いたしました。 

 

―――――――― 議案第５号 ―――――――― 

 

議案第５号「農地法第４条の規定による許可申請」に係る処分決定につ

いて報告をお願いします。整理番号１番について、８番農業委員の報告を

求めます。 
 

議案第５号「農地法第４条の規定による許可申請」に係る処分決定につ

いてのうち、整理番号１番について、去る２月２２日、申請人の代理人で

ある Ｋ行政書士の立会いのもと、６番推進委員、７番推進委員、私８番

農業委員の３名で共同調査をしましたので、８番が報告いたします。 

申請人は、霧島市隼人町住吉に居住されている ＢＫさんで、市外住民

で年齢は７９歳です。 

申請地は、伊佐市大口大田字郡山１７３９番１で、地目は畑、地積は３

３５㎡です。 

農地区分は第２種農地その他の農地で、転用目的は山林です。 

所在地は、郡山八幡神社より東へ約１００ｍに位置しており、南側は雑

種地と宅地、東側は雑種地、西側は畑、北側は宅地であり、周囲に与える

影響はないものと思われます。北側の宅地は、申請人の生家でありますが

現在隼人に居住されており、今後実家に帰ってくることはないということ

でクヌギを植樹したいとのことであります。申請地の東側には一部すでに

ケヤキ等を植林してあり顛末書が提出されております。 

添付書類として、全部事項証明書、戸籍謄本等一部証明、地理院地図、

申請地付近図、地籍図、地積測量図、事業計画書、通帳残高証明書、被害

防除計画書、被害防除に関する誓約書、転用に関する誓約書、顛末書、委

任状等が添付されております。 

調査の結果、この申請については３名の調査員の意見において適切で

あると判断いたしましたが、委員の皆様方のご審議方をよろしくお願いい

たします。以上で報告を終わります。 

 

８番農業委員の報告が終わりました。委員の皆さん、ご意見・質問ござ

いませんか。 

 

（「質疑なし」という声、多数あり。） 
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議 長 

 

 

 

 

 

議 長 

 

 

４ 番 

農 業 委 員 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

議 長 

 

 

 

 

議 長 

 

 

 

なしということでございますので、お諮りいたします。 

整理番号１番について、処分決定することに賛成の農業委員の挙手を求

めます。 

 

 （全員挙手） 

 

賛成多数。よって整理番号１番は、処分が決定いたしました。整理番号

２番について、４番農業委員の報告を求めます。 
 

議案第５号「農地法第４条の規定による許可申請」に係る処分決定につ

いてのうち、整理番号２番について、去る２月２２日、申請人の ＨＳさ

ん立会いのもと、１２番推進委員、１５番推進委員、私４番農業委員の３

名で共同調査をしましたので、４番が報告いたします。 

申請人は、伊佐市大口下殿に居住されている ＨＳさんで、年齢は８９

歳です。 

申請地は、伊佐市大口下殿字須和野４５８番で、地目は田、地積は９９

５㎡です。 

農地区分は第２種農地その他の農地で、転用目的は山林です。 

所在地は、羽月小学校から南西へ約５００ｍに位置しており、東側が河

川、北側と西側は山林、南側は田であり、付近に河川があることから水害

に見舞われた場合、水の逃げ場がないために田が荒れてしまい復旧に時間

もかかり経費もかかることのことで、クヌギを植林したいとのことです。 

添付書類として、全部事項証明書、被害防除計画書、被害防除に関する

誓約書、汚排水処理確約書、転用に関する誓約書、残高証明書等が添付さ

れております。 

調査の結果、この申請については３名の調査員の意見において適切で

あると判断いたしましたが、委員の皆様方のご審議方をよろしくお願いい

たします。以上で報告を終わります。 

 

４番農業委員の報告が終わりました。委員の皆さん、ご意見・質問ござ

いませんか。 

 

（「質疑なし」という声、多数あり。） 

 

なしということでございますので、お諮りいたします。 

整理番号２番について、処分決定することに賛成の農業委員の挙手を求

めます。 
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議 長 

 

議 長 

 

 

 

 

議 長 

 

 

 

７ 番 

農 業 委 員 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

議 長 

 （全員挙手） 

 

賛成多数。よって整理番号２番については、処分が決定いたしました。 

 

議案第５号「農地法第４条の規定による許可申請」に係る処分決定につ

いて、申請件数２件について２件の処分が決定いたしました。 

 

―――――――― 議案第６号 ―――――――― 

 

議案第６号「農地法第５条の規定による許可申請」に係る処分決定につ

いて報告をお願いします。整理番号１番について７番農業委員の報告を求

めます。 

 

議案第５号「農地法第５条の規定による許可申請」に係る処分決定につ

いてのうち、整理番号１番につきまして報告いたします。去る２月２２日、

申請人の代理人である Ｍ行政書士が急用で出席できないとのことで、４

番推進委員、９番推進委員、７番農業委員の３名で共同調査を行いました

ので、私７番が報告いたします。また、事務局からも出席がありました。 
申請人は、徳島県徳島市川内町加賀須野に所在のある 株式会社Ｆで一

般法人です。 
貸し人は、伊佐市菱刈前目に居住されている ＹＭさんで、年齢は８０

歳です。 
申請地は伊佐市菱刈前目字崩ヶ宇都３１９９番１で、地目は畑、地積は

２，６８６㎡であります。 
本申請は２１年間の貸借契約による転用で、農地区分は第２種農地その

他の農地で、転用目的は太陽光発電施設でパネル２４８枚、１１１．６ｋ

ｗの発電計画であります。 

所在地は、菱刈中学校から東へ約１ｋｍに位置し、周囲の状況は、東側

と南側は宅地、西側と北側は道路であり、現況は不耕作であります。地形

は平坦ですが、雨水対策などで周囲に与える影響はないかと思われます。 

添付書類として、申請書、全部事項証明書、事業計画書、被害防除計画

書および、転用に関する誓約書、会社の定款等が添付されております。 
調査の結果、この申請については３名の調査員の意見において適切で

あると判断いたしましたが、委員の皆様方のご審議方をよろしくお願いい

たします。以上で報告を終わります。 

 

７番農業委員の報告が終わりました。委員の皆さん、ご意見・質問はご

ざいませんか。 
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議 長 

 

 

 

 

 

議 長 

 

 

９ 番 

農 業 委 員 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（「質疑なし」という声、多数あり。） 

 

なしということでございますので、お諮りいたします。 

整理番号１番について、処分決定することに賛成の農業委員の挙手を求

めます。 

  

（全員挙手） 

 

賛成多数。よって整理番号１番は、処分決定いたしました。整理番号２

番について、９番農業委員の報告を求めます。 

 
議案第５号「農地法第５条の規定による許可申請」に係る処分決定につ

いてのうち、整理番号２番について、去る２月２２日、申請人の ＡＫさ

んの代理人である Ｔ行政書士の立会いのもと、１２番農業委員、１０番

推進委員、私９番農業委員の３名で共同調査をしましたので、９番が報告

いたします。 

譲受人は、伊佐市菱刈荒田に居住される ＡＫさんで、年齢は３６歳で

す。 

譲渡人は、長崎県長崎市夫婦川町に居住される ＳＭさんで市外住民に

なります。 

申請地は、伊佐市菱刈荒田字園川３４３０番１で、地目は田、地積は６

６㎡です。 

転用目的は一般住宅で、農地区分は第２種農地その他の農地で、所有権

移転売買です。隣接する伊佐市菱刈荒田字園川３４３０番地２ 地目は宅

地、地積は７９２．７５㎡と合わせて利用し、一般住宅を建設する予定で

す。 

所在地は、本城小学校から北へ約０．５ｋｍに位置しており、北側は田、

東側は河川堤防、南側は本申請と合わせて利用する宅地、西は宅地となっ

ており、周辺は住宅街となっており、川内川支流の河川敷に接しており転

用することで周囲に与える影響はないかと思われます。被害防除計画によ

ると、雨水排水は水路放流、汚水及び生活排水は合併浄化槽となっており

ます。 

添付書類として、全部事項証明書、地理院地図、位置図、地籍図、住

宅平面図、立面図、申請書、事業計画書、住宅ローン審査結果通知書、被

害防除計画書、被害防除に関する誓約書、転用に関する誓約書、汚排水処

理確約書、委任状等が添付されております。 

調査の結果、この申請については３名の調査員の意見において適切で
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議 長 

 

 

 

 

議 長 

 

 

 

 

 

議 長 

 

 

１ ０ 番 

農 業 員 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

あると判断いたしましたが、委員の皆様方のご審議方をよろしくお願いい

たします。以上で報告を終わります。 

 
９番農業委員の報告が終わりました。委員の皆さん、ご意見・質問はご

ざいませんか。 

 

（「質疑なし」という声、多数あり。） 

 

なしということでございますので、お諮りいたします。 

整理番号２番について、処分決定することに賛成の農業委員の挙手を求

めます。 

  

（全員挙手） 

 

賛成多数。よって整理番号２番は、処分決定いたしました。整理番号３

番について、１０番農業委員の報告を求めます。 

 
議案第５号「農地法第５条の規定による許可申請」に係る処分決定につ

いてのうち、整理番号３番につきまして、去る２月２２日、申請人の代理

人である Ｔ行政書士の立会いのもと、８番推進委員、１１番推進委員、

１０番農業委員の３名で共同調査を行いましたので、私１０番が報告いた

します。 
譲受人は、伊佐市大口篠原に居住されている ＭＴさんで年齢は４８歳

です。 
譲渡人は、伊佐市大口青木に居住されている ＫＭさんで年齢は６５歳

です。 
申請地は、伊佐市大口大田字軍神ノ山２１５７番２、地目は畑、地積は

２，２７１㎡です。 

転用目的は牛舎及び資材置場で、農地区分は農用地区域内農地で、所有

権移転売買です。 

所在地は、大口高校から北へ約１ｋｍに位置しており、南側は宅地、東

側は山林、北側と西側は畑であり周囲に与える影響はないかと思われま

す。 

添付書類として、申請書、法定添付書類一式、事業計画書、被害防除

計画書、被害防除に関する誓約書、汚排水処理確約書等が添付されており

ます。 

調査の結果、この申請については３名の調査員の意見において適切で

あると判断いたしましたが、委員の皆様方のご審議方をよろしくお願いい
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議 長 

 

 

 

 

議 長 

 

 

 

 

 

議 長 

 

 

事 務 局 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

たします。以上で報告を終わります。 

 
１０番農業委員の報告が終わりました。委員の皆さん、ご意見・質問は

ございませんか。 

 

（「質疑なし」という声、多数あり。） 

 

なしということでございますので、お諮りいたします。 

整理番号３番について、処分決定することに賛成の農業委員の挙手を求

めます。 

  

（全員挙手） 

 

賛成多数。よって整理番号３番は、処分決定いたしました。整理番号４

番について、事務局の報告を求めます。 

 
議案第５号「農地法第５条の規定による許可申請」に係る処分決定につ

いてのうち、整理番号４番について、去る２月２２日、申請人の代理人で

ある Ｔ行政書士の立会いのもと、事務局にて調査しましたので報告いた

します。 

譲受人は、鹿児島市西別府町に所在のある Ａ株式会社で、一般法人で

す。 

譲渡人は、鹿児島市吉野町に居住されている ＭＴさんで市外住民で

す。 

申請地は、伊佐市大口田代字霞山２３９番８ほか１筆で、地目は全て畑、

地積は２筆合計で９１４㎡です。 

転用目的は太陽光発電施設で、農地区分は第２種農地その他の農地で、

所有権移転売買です。パネル設置枚数は３６０枚で容量は４５．９ｋｗを

予定しております。なお、令和４年１月７日付けで転用許可が出ている隣

接６２０㎡も同時に利用し、事業総面積は１，５３４㎡となります。事業

変更に伴い分筆等を行っておりますがパネル枚数及び出力容量に変更は

ありません。 

所在地は、羽月西小学校から西へ約０．３ｋｍに位置しており、北側及

び南側は一体事業地、東側は宅地、西側は畑ですが緩衝地を設け被害防除

計画のとおり遂行するため周囲に与える影響はないかと思われます。 

添付書類として、位置図、字図、申請書、配置図、全部事項証明書、

事業計画書、被害防除計画書及び誓約書、汚排水処理確約書、転用に関す

る誓約書、会社定款、経済産業省の発電設備認定書等が添付されておりま
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議 長 

 

 

 

 

議 長 

 

 

事 務 局 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

す。 

調査の結果、この申請については適切であると判断いたしましたが、

委員の皆様方のご審議方をよろしくお願いいたします。以上で報告を終わ

ります。 

 
事務局の報告が終わりました。委員の皆さん、ご意見・質問はございま

せんか。 

 

（「質疑なし」という声、多数あり。） 

 

なしということでございますので、お諮りいたします。 

整理番号４番について、処分決定することに賛成の農業委員の挙手を求

めます。 

  

（全員挙手） 

 

賛成多数。よって整理番号４番は、処分決定いたしました。 

 

議案第６号「農地法第５条の規定による許可申請」に係る処分決定につ

いて、申請件数４件について、４件が処分決定いたしました。 
 

―――――――― 議案第７号 ―――――――― 

 

議案第７号「非農地証明願」について提案いたします。整理番号１番に

ついて、事務局の報告を求めます。 

 
議案第７号「非農地証明願」についてのうち整理番号１番について、

去る２月２２日、申請人の妻である ＡＴさんの立会いのもと事務局が現

地調査を行いましたので報告いたします。 
申請人は、伊佐市菱刈荒田に居住されている ＡＭさんです。 
申請地は、伊佐市菱刈荒田字曽源寺原３１８４番１、地目は畑、地積

は８９８㎡です。 
所在地は、本城小学校から南西へ約９００ｍに位置しており、北側と

西側は宅地と畑、南側は宅地、西側は市道であります。 
非農地になった時期及び理由としては、昭和６１年２月１日に申請地

に申請人の自宅を建築して以来、現在に至るまで宅地として利用してきた

ことによるものです。 
添付書類として、全部事項証明書、位置図、字図、固定資産名寄台帳
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が添付されています。 
調査の結果、この申請については既に農地性は喪失しており、今後も

農地として利用する見込みもなく、農地への復旧は困難であると判断しま

したが、委員皆様方のご審議方よろしくお願いいたしまして事務局の報告

を終わります。 
 

事務局の報告が終わりました。委員の皆さん、ご意見・質問はござい

ませんか。 

 

（「質疑なし」という声、多数あり。） 

 

なしということでございますので、お諮りいたします。 

整理番号１番について、非農地として証明することに賛成の農業委員の

挙手を求めます。 

  

（全員挙手） 

 

賛成多数。よって整理番号１番は、非農地証明が決定いたしました。 

 

議案第７号「非農地証明願」については１件申請のうち１件の非農地証

明許可が決定いたしました。 

 

その他、事務局お願いします。 

  
総会資料の最終ページをお開きください。２月の月例報告をいたしま

す。４日、２月の定例常設審議委員会が新型コロナ感染拡大により書面開

催されました。２２日、現地調査を一斉にしております。２８日、本日で

すが第１１回農業委員会の総会です。３月の行事予定ですが、４日に３月

の定例常設審議委員会が鹿児島市であります。２２日が現地調査です。２

８日が第１２回農業委員会の総会です。 
月例報告は以上です。 

 
その他、皆様方からご意見、質問はございませんか。 

 
本日お手元に農業委員会７０周年記念大会の資料を配布してあります。

これは２月１日開催予定でありました大会が、新型コロナウイルス感染拡

大に伴い中止となりましたので、鹿児島県農業会議から送付されました資

料です。 
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前記のように会議の顛末を記載してその内容に相違ないことを証する。 
 

伊佐市農業委員会 

 
 

会     長     会  長     

伊佐市農業委員     ２  番      

伊佐市農業委員     ４  番     

 

 

議 長 

 

事 務 局 

 

 

 

事 務 局 

 

 

 

議 長 

 

 

 

事 務 局 

 

 
その他、ございませんか。 

 
今年の１月から農業者年金の加入推進月間ということで皆様に推進を

図っていただいたところでございます。総会終了後、加入推進の名簿を提

出くださいますようお願いします。 

 
最後に、毎月報告を頂いております活動報告についてですが、３月２８

日の総会が最終報告日となりますので提出漏れがないようよろしくお願

いします。 

 
他にないでしょうか。 

 
（「なし」という声、あり。） 

 
以上で、令和３年度 第１１回農業委員会総会を終了します。 

姿勢を正してください。 

一同礼。おつかれ様でした。 

 

【終了時間  午前１０時０８分】 

 

  


